
地方版総合戦略策定の考え方

趣旨

流山市総合計画後期基本計画に基づき、下期実施計画を策定するとともに、ま
ち・ひと・しごと創生法第10条の規定により、国及び県が策定するまち・ひと・しごと
創生戦略を勘案し、地方版総合戦略を策定する。
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まち・ひと・しごと創生総合戦略・基本目標
① 地方における安定した雇用を創出する。
② 地方への新しいひとの流れをつくる。
③ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる。
④ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守ると

ともに、地域と地域を連携する。

勘案

県戦略

未策定

第22条④
市が行う施策は、総合計画に根

拠を置かなければなりません。

基本構想

h12～h31

基本計画

前期10年後期10年

基本フレーム
将来人口推計(h21)

地方人口ビジョン
人口動向分析
将来人口推計
将来人口展望

下期実施計画
人口フレーム

勘案

自治基本条例

今回の下期実施計画は、基本構想(20年)、
後期基本計画(10年)の総仕上げ
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実施計画

下期実施計画(h28～h31)

・地方創生を考慮した実施計画
の事務事業
・総合戦略の事業は実施計画
の事業に包含

整合

資料３
(策定のための手引き)
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